
議案第１号 

専決処分の承認について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第1 7 9条第１項の規定により、別紙のとおり 

専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

令和４年１月31日提出 

逗子市長 桐ケ谷 覚 

（提案理由） 

令和３年度逗子市一般会計補正予算（第12号）は、緊急を要したため専決処分した 

ので、承認を求めるため提案する。 



 

 

 



専 決 処 分 書 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第1 7 9条第１項の規定により、次のとおり専決処分

する。 

令和３年度逗子市一般会計補正予算（第12号） 

（別紙のとおり） 

令和３年12月23日 

逗子市長 桐ケ谷 覚 





令 和 ３ 年 度 

逗 子 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ ２ 号 ） 

逗 子 市 



 

 

 



  - 1 -

 

 

令和３年度逗子市一般会計補正予算（第12号） 

 

令和３年度逗子市の一般会計補正予算（第12号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ380,531千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ24,416,459千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 



15 5,278,065 380,531 5,658,596

2 国庫補助金 2,126,397 380,531 2,506,928

24,035,928 380,531 24,416,459

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

国庫支出金

歳　　入　　合　　計
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補　正　額

 千円



3 9,773,063 380,531 10,153,594

2 児童福祉費 4,279,078 380,531 4,659,609

24,035,928 380,531 24,416,459

 千円

補　正　額

 千円

民生費

歳　　出　　合　　計
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歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額





令 和 ３ 年 度 

逗子市一般会計補正予算（第１２号）に関する説明書 

逗 子 市 



 

 



１　総　　括

（歳　　入）

15 国庫支出金 5,278,065 380,531 5,658,596

24,035,928 380,531 24,416,459歳　　入　　合　　計

- 1 -

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円















議 案 等 資 料 

（補正予算資料） 



令　和 4 年 第 1 回

議案第 1 号

令　和 3 年度 会計

12 号

課かい名

歳入歳出予算

　歳出 6.7 ページ

款 項 目 事業１ 事業２
科　目 3 2 1 2 4

事業名

補正額 千円

　歳入(1) 4.5 ページ

款 項 目 節 細節
科　目 15 2 2 3 8

細節名

補正額 千円

　歳入(2) 4.5 ページ

款 項 目 節 細節
科　目 15 2 2 3 9

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

説明

歳出（補助率10/10）
　子育て世帯への臨時特別給付金支給　　　　　　　　　380,000,000円
　通知文郵送料、振込手数料ほか事務費　　　  　　　　　  531,000円
歳入
　子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金　　　380,000,000円
　子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金　　　　  531,000円

予算説明書

　子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金

380,000

　子育て世帯への臨時特別給付金支給事業

380,531

予算説明書

　子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金

531

補正予算　　第

子育て支援課

議　案　等　資　料　（補正予算資料）

予算説明書

  新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取り組みの一
つとして、先行して実施している臨時・特別の一時金支給に加え、追加分を支給
するもの

定例会

一般
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